
国立大学法人小樽商科大学特認教授称号付与規程

（平成２０年１０月２９日制定）

(趣旨）

第１条 この規程は，国立大学法人小樽商科大学（以下「本学」という。）の特認教授の

称号付与に関し，必要な事項を定めるものとする。

（資格）

第２条 特認教授の称号は，かつて非常勤講師として在職した者又は現に非常勤講師とし

て在職している者のうち，本学の教育，研究，地域貢献活動等（以下「教育研究活動」

という。）に相応の貢献が認められる者に付与することができる。

（称号付与の基準）

第３条 特認教授の称号付与の基準は，前条の資格を有し，本学が進める産学官連携への

協力及び支援，非常勤講師としての講義の担当，本学が主催又は協賛する事業への参画

等，本学の教育研究活動の進展に貢献することが期待できる者とする。

（称号付与）

第４条 特認教授の称号付与は，学科長等（学科長，学科主任，現代商学専攻長，アント

レプレナーシップ専攻長，附属図書館長，言語センター長，保健管理センター所長，情

報総合センター長，アドミションセンター長，グローカル戦略推進センター各部門長及

び国際連携本部長をいう。）からの推薦に基づき，国立大学法人小樽商科大学名誉教授

に関する規程に定める称号授与審査委員会（以下「委員会」という。）が前条に定める

称号付与の基準に基づき審査し，教育研究評議会の議を経て，学長が行う。

（称号付与の期間）

第５条 特認教授の称号は，文書にその旨を明記して本人に交付することとし，称号を付

与する期間は，２年以内の期間において，教育研究評議会の議を経て，学長が決定する。

２ 前項の期間は，更新することができる。一回当たりの更新期間は，２年を限度とする。

（称号付与の取消し）

第６条 学長は，称号を付与した後に，特認教授の活動が本学の教育研究活動の進展を阻

害すると認められる場合には，委員会で審査をし，教育研究評議会の議を経て，称号付

与を取り消すことができる。

（守秘義務）

第７条 特認教授は，本学の教育研究活動上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。

ただし，法令に基づく証人又は鑑定人等として証言する場合は，この限りでない。

（損害賠償）

第８条 本学は，特認教授が故意又は過失により本学に損害を与えた場合は，当該特認教

授に対し，その損害の全部又は一部について賠償を求めることができる。

（事務）

第９条 特認教授の称号付与に関する事務は，総務課が行う。

（雑則）

第１０条 この規程に定めるもののほか，特認教授の称号付与に関し必要な事項は，委員

会が別に定める。

附 則

この規程は，平成２０年１０月２９日から施行する。

附 則

１ この規程は，平成２４年１１月２８日から施行する。

２ この規程施行日前に特認教授の称号を付与されている者のうち，本学の専任教員とし

て在職した者の取扱いについては，国立大学法人小樽商科大学特認名誉教授の称号付与

に関する規程による。

附 則

この規程は，平成２９年３月２２日から施行し，平成２８年４月１日より適用する。



附 則

この規程は，平成３１年３月２９日から施行し，平成３０年１０月１日から適用する。


